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熊本県告示第８４２号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年９月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市新和町中田字知連ノ迫２０９４番、字堂ノ迫２１５ 
 ０番、２１５９番、２１６０番 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 主伐は、択伐による。 
  イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県農林水産部森林保全課及び熊本県 
天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 
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熊本県告示第８４３号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年９月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市枦宇土町字鶴ノ平９８８番１、１００６番１、１０ 
 ０６番２、１０１４番１ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字鶴ノ平９８８番１・１００６番２・１０１４番１（以上３筆について次の図に 
   示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第８４４号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年９月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市枦宇土町字セミ２８３１番３、字セミ頭２８４０番、 
 字クレ尾２８４４番１から２８４４番４まで、２８４５番１、２８４５番８、字ホフキ 
 平２８８５番１、字古木場２８８６番１、字カタンタ平２８８９番７、字石割迫２８９ 
 ２番、２８９３番１ 
２ 指定の目的 水源のかん養 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字クレ尾２８４４番１、２８４４番２、２８４４番４、２８４５番８、２８４４ 
   番３・２８４５番１・字カタンタ平２８８９番７・字石割迫２８９２番・２８９３ 
   番１（以上５筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第８４５号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年９月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市河浦町今富字大碗１２７０番、１２７２番１、１２ 
 ７２番２、１２８７番１、１２８７番２、１２９３番、１２９４番、１２９６番、１２ 
 ９７番、１３００番、１３０１番、１３０３番、１３０７番、１３０９番２、１３１０ 
 番２、字下リ山１３６０番１から１３６０番３まで、１３６３番２、１３７１番、１３ 
 ７９番、字申位１５０１番、１５０４番、１５０５番、字下リ山１３５７番から１３５ 
 ９番まで・１３５９番２・１３６６番・１３７３番・１３７４番・１３７６番２・字西 
 ノ川内１５２８番（以上９筆について次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字西ノ川内１５２８番（次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
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  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第８４６号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年９月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 保安林の所在場所 熊本県天草市志柿町字内ノ木場５７７３番１、５７７７番・５７ 
 ７８番（以上２筆について次の図に示す部分に限る。） 
２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字内ノ木場５７７３番１・５７７７番（以上２筆について次の図に示す部分に限 
   る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第８４７号 
 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５５条の規定により次のとおり地方卸売市場
の開設を許可したので、熊本県卸売市場条例（昭和４６年熊本県条例第６７号）第３７条
の規定により公示する。 
  平成２１年９月８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
１ 地方卸売市場の名称及び所在地 
  熊本食肉地方卸売市場 
  菊池市七城町林原９番地 
２ 地方卸売市場開設者の名称及び所在地 
  株式会社熊本畜産流通センター 
  菊池市七城町林原９番地 
３ 開設許可年月日 
  平成２１年８月３１日 

 
 
熊本県告示第８４８号 
 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）第５８条第１項の規定により次のとおり地方卸
売市場における卸売の業務を許可したので、熊本県卸売市場条例（昭和４６年熊本県条例
第６７号）第３７条の規定により公示する。 
  平成２１年９月８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 卸売業者の名称及び所在地 
  株式会社熊本畜産流通センター 
  菊池市七城町林原９番地 
２ 卸売業務を行う地方卸売市場の名称及び所在地 
  熊本食肉地方卸売市場 
  菊池市七城町林原９番地 
３ 卸売業務許可年月日 
    平成２１年８月３１日 

 
 
熊本県告示第８４９号 
 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保 
安林の指定をする。 
  平成２１年９月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
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１ 保安林の所在場所 熊本県天草市河浦町今富字町ノ川内１１５４番１、１１５４番２、
１２４４番、１２４５番２、１２４５番３、１２４６番、字西ノ川内１６１１番２から
１６１１番４まで、１６１２番、１６１３番、字中川原１６７１番２、１６７２番、１
６７４番２、１６７５番から１６７７番まで、１７０５番、１７１８番２、字立平１７
４９番２、１７４９番４、字尾﨑下２９３９番２、２９４２番、２９４３番、２９４７
番、字中川原１６８０番（次の図に示す部分に限る。） 

２ 指定の目的 土砂の流出の防備 
３ 指定施業要件 
 （１） 立木の伐採の方法 
  ア 次の森林については、主伐は、択伐による。 
    字町ノ川内１１５４番１・１２４４番・字西ノ川内１６１１番２・１６１１番３ 
   ・１６１２番・字中川原１６７２番・１６７４番２・１６７５番・１６７６番（以 
   上９筆について次の図に示す部分に限る。） 
  イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 
  ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市 
   町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 
  エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 
 （２） 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 
 （「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県農林水産 
部森林保全課及び熊本県天草地域振興局並びに天草市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 
 
熊本県告示第８５０号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により次の指定
障害福祉サービス事業者から変更の届出があったので、同法第５１条の規定により公示す
る。 
  平成２１年９月８日  
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  

事業者の名称、事

業所の名称及び事

業の種類 

変更があった

事項 

変更前の内容 変更後の内容 変更年月日  

 

 

有限会社 天風 

訪問介護センター

ウイッシュ 

居宅介護・重度訪

問介護 

事業所の住所 荒尾市川登１８

６８番地９号 

庄山ビル２階 

荒尾市野原８８

番地 

平成２１年

２月１日 

 
 
熊本県告示第８５１号                                                          
 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により次の指定
障害福祉サービス事業者から変更の届出があったので、同法第５１条の規定により公示す
る。 
  平成２１年９月８日  
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫  

事業者の名称、事

業所の名称及び事

業の種類 

変更があった

事項 

変更前の内容 変更後の内容 変更年月日  

 

 

社会福祉法人 

健成会 

みゆき園訪問介護

事業所 

居宅介護・重度訪

問介護 

事業所の住所 熊本市御幸笛田

６丁目７番４０

号 

熊本市御幸笛田

６丁目６番７１

号 

平成２１年

４月１日 

 
 
熊本県告示第８５２号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年９月８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ホームヘルプ安心院 

菊池市藤田１０２番地 

株式会社アジム 平成２１年９月１日 

 
 
熊本県告示第８５３号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２１年９月８日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防訪問介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

ホームヘルプ安心院 

菊池市藤田１０２番地 

株式会社アジム 平成２１年９月１日 

 
 
熊本県告示第８５４号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年９月８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （訪問介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

福祉サービスセンター ほっと館

訪問介護事業所 

阿蘇郡産山村大字大利字古桑野６

５７番地－２ 

社会福祉法人やまなみ会 平成２１年９月１日 

 
 
熊本県告示第８５５号                                                         
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２１年９月８日                                                       
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防訪問介護）                                                      

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

福祉サービスセンター ほっと館

訪問介護事業所 

阿蘇郡産山村大字大利字古桑野６

５７番地－２ 

社会福祉法人やまなみ会 平成２１年９月１日 

 
 
熊本県告示第８５６号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定により指定居宅介護支援
事業者を次のとおり指定したので、同法第８５条の規定により公示する。 
  平成２１年９月８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

居宅介護支援事業所しみず 

熊本市清水亀井町１番２６号 

医療法人社団杏竹堂 平成２１年９月１日  

 
 
熊本県告示第８５７号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年９月８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
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  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスだんだん 

人吉市下原田町字瓜生田７７７番

地４ 

株式会社ケア・ピープル

ズ 

平成２１年９月１日 

 
 
熊本県告示第８５８号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２１年９月８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスだんだん 

人吉市下原田町字瓜生田７７７番

地４ 

株式会社ケア・ピープル

ズ 

平成２１年９月１日 

 
 
熊本県告示第８５９号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により指定居宅サー
ビス事業者を次のとおり指定したので、同法第７８条の規定により公示する。 
  平成２１年９月８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンターひのわ 

天草市新和町中田２２７０番地 

NPO法人歩実の会 平成２１年９月１日 

 
 
熊本県告示第８６０号 
  介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により指定介護予防
サービス事業者を次のとおり指定したので、同法第１１５条の１０の規定により公示する。 
    平成２１年９月８日 
                                               熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  （介護予防通所介護） 

事業所の名称及び所在地 事業者名 指定年月日 

デイサービスセンターひのわ 

天草市新和町中田２２７０番地 

NPO法人歩実の会 平成２１年９月１日 

 
 
熊本県告示第８６１号 
  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第３３条の４
第１項の規定により、精神科病院として次のとおり指定した。 
    平成２１年９月８日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫 

経営種別   病院名 管理者名   所 在 地     指 定 期 間 

医療法人 城南病院 宮﨑  久義 下益城郡城南町

舞原無番地 

平成２１年９月１日から 

平成２４年７月３１日まで 

 
 
 
 
 
熊本県公告第４７８号 
 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る開発行為に関す
る工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により次のとおり公告する。 
    平成２１年９月８日 
                                                熊本県知事  蒲 島 郁 夫 
１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称及び面積 

 公  告 
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下益城郡城南町大字千町字蓍町２１３３番及び同２１３４番 
４，６６５．３８平方メートル 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名（名称） 
下益城郡城南町大字坂野５０９番地２ 
有限会社マエダ企画  

 
 
熊本県公告第４７９号  
  農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」という。）第７条第１
項の規定により農地保有合理化事業規程を承認したので、同条第５項の規定により次のと
おり公告する。 
  平成２１年９月８日 
                                     熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 農地保有合理化法人の名称 苓北町農業協同組合 
２ 事業の実施区域 苓北町 
３ 事業の種類  
 (１) 農地売買等事業（法第４条第２項第１号に規定する事業） 
  (２) 農地貸付信託事業（法第４条第２項第２号の２に規定する事業） 
４ 農地保有合理化事業規程の承認日 平成２１年８日２８日  

 
 
熊本県公告第４８０号 
 県有財産を次のとおり売却する。 
  平成２１年９月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 物件の表示 
    第７号物件     
   熊本市京塚本町１８０７番１ 
     土地 宅地  ２７３．３４平方メートル 
   最低売却価格２３，５００，０００円 
    第８号物件     
   熊本市京塚本町１７６６番２ 
     土地 宅地  ３１１．２２平方メートル 
   最低売却価格２７，６００，０００円 
  
２ 入札参加資格 
    次のいずれかに該当する者は、この入札に参加できない。 
  （１）当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 
  （２）破産者で復権を得ない者 
 （３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号に掲げ 
   る者で、当該各号に該当する事実があった後２年を経過していないもの 
  （４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７条）第２ 
   条第２号に規定する暴力団等であるとして熊本県警察本部から排除要請があった者 
３ 入札参加要領・契約条項を示す場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 ０９６－３３３－２１２２ 
４ 入札期日及び場所 
    第７号物件 平成２１年１０月１５日（木） 午前１０時 
  第８号物件 平成２１年１０月１５日（木） 午前１１時 
  熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県庁行政棟本館地下１階 監理課入札室 
５ 開札期日 入札終了後即時 
６ 入札参加申込書 
  入札に参加しようとする者は、次により所定の入札参加申込書等を提出しなければな 
 らない。 
  （１）提出方法 持参又は郵送による。 
  （２）提出期限 平成２１年１０月７日（水）午後５時 
               （郵送の場合は提出期限までに必着） 
  （３）提出先 熊本市水前寺六丁目１８番１号 熊本県総務部管財課 
７ 入札保証金 

入札に参加しようとする者は、入札金額の１００分の５以上の金額を入札保証金とし
て納付するものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、若しく
は支払保証をした小切手により行わなければならない。なお、入札保証金は、落札者が
契約を締結しないときは、熊本県に帰属する。 

８ 契約締結期限 
    平成２１年１０月２８日（水）午後５時 
９ 契約保証金 
    契約しようとする者は、契約金額の１００分の１０以上の金額を契約と同時に契約保 
 証金として納付するものとする。この場合において、納付は、現金又は銀行が振り出し、 
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 若しくは支払保証をした小切手により行わなければならない。 
１０ その他 
  (１) 売買代金納入期限 契約締結日から３０日以内 
  (２) 契約締結場所 別途指定する。 
  (３) 入札参加者は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令、熊 
   本県財産条例（昭和３９年熊本県条例第２３号）、熊本県会計規則（昭和６０年熊 
   本県規則第１１号）、入札参加要領等を承知のうえ、入札するものとする。 
  (４)  問い合わせ先 
        熊本県総務部管財課（電話０９６－３３３－２１２２） 

 
 
熊本県公告第４８１号 
 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定に基づき、県営第
二西区地区土地改良事業（農業用道路、暗渠排水、客土）の計画を変更したので、同条第
６項において準用する同法第８７条第５項の規定に基づき公告し、土地改良事業計画書の
写しを次のように縦覧に供する。 
 この土地改良事業計画につき異議のあるものは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して
１５日以内に異議申立てをすることができる。 
  平成２１年９月８日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
１ 縦覧に供する書類 

変更後の県営第二西区地区土地改良事業（農業用道路、暗渠排水、客土）計画書の写
し 

２ 縦覧期間 
平成２１年９月９日から平成２１年１０月９日まで 

３ 縦覧場所 
八代市役所 

 
 
 
 
 
熊本県教育委員会告示第９号 
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３
７２号）の規定が適用される調達契約の締結が見込まれるので、次のとおり競争入札に参
加する者に必要な資格等について告示する。 
  平成２１年９月８日 
                       熊本県教育長 山 本   生    
１  競争入札に付する事項 

県立学校校務用サーバ等一式の購入 
２  入札参加資格 

物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（平成
１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）による審査のうえ、有資格者と
して営業種目「物品、機械・機具類（電気・通信機器又はＯＡ機器・ソフトウェア等）」
に登録された者であること。 
 なお、入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、３に掲げる
ところにより、要綱による審査を受け、入札参加資格を得ること。 

３  入札参加資格を得るための申請方法等 
(１)  申請の方法 

２に掲げる入札参加資格を有しない者で本競争入札に参加を希望するものは、要
綱に定める入札参加資格審査申請書（本競争入札参加のための申請である旨を明示
すること。）に必要書類を添付し、３の（２）の場所に持参又は郵送（書留郵便に
限る。）により提出すること。 

(２)  入札参加資格審査申請書の入手先及び提出場所並びに申請に関する問い合わせ先 
熊本県出納局管理調達課管理審査班（県庁行政棟本館２階） 
郵便番号  ８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
電話 ０９６－３３３－２５８１（ダイヤルイン） 

(３)  入札参加資格審査申請書の受付期間 
公告の日から平成２１年９月２５日（金）までの日（閉庁日を除く。）の午前８

時３０分から午後５時までとする。 
ただし、受付期間の終了後も入札日時まで随時受け付けるが、この場合には、資

格審査が入札に間に合わないことがある。 
(４)  資格審査結果の通知 

資格審査の結果は、資格審査結果通知書により通知する。 
(５)  入札参加資格の有効期間 

入札参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から平成２３年３月３
１日までとする。 

(６)  有効期間の更新手続 

 登載依頼 
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前項の有効期間の更新を希望する者に対しては、要綱に基づく入札参加資格審査
申請の受付を平成２３年１月４日から平成２３年１月３１日（閉庁日を除く。）ま
で行う。 

 
 
熊本県教育委員会公告第１５号 
 次のとおり一般競争入札に付する。 
  平成２１年９月８日 
                       熊本県教育長 山 本   生    
１ 競争入札に付する事項 
（１） 調達物品名 

県立学校校務用サーバ等一式の購入 
（２） 調達物品の仕様等 

「要求仕様書」のとおり 
（３） 納入期限 

平成２１年１２月２８日（月） 
（４） 納入場所 

「要求仕様書」のとおり 
（５） 入札金額 

入札書に記載する金額は、本調達物品購入に係る総額とする（配送費、設置・設
定等納入に要する一切の費用を含む。）。 

なお、落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセ
ントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その
端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消
費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額により入札すること。 

（６） 最低制限価格等の設定 
本競争入札には、最低制限価格を設けていない。 

（７） その他 
ア 本競争入札は、電子入札システムを利用して行う電子入札対象案件であるが、紙

入札による参加もできる。ただし、電子入札システムに利用者登録が完了している
者は、電子入札によるものとする。 

イ 本競争入札は、競争入札参加資格確認のため、入札前に３に記載する競争入札参
加確認申請書及び確認資料の提出が必要な入札である。 

２ 入札参加者の資格に関する事項 
  次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 
（１） 物品購入契約等及び業務委託契約に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱（ 
   平成１８年熊本県告示第５２１号。以下「要綱」という。）による審査のうえ、有

資格者として営業種目「物品、機械・機具類（電気・通信機器又はＯＡ機器・ソフ
トウェア等）」に登録された者であること。 

なお、入札参加資格を有しない者は、次により入札参加資格審査の申請を行うこ
と。 

ア 審査申請の受付期間 
公告の日から平成２１年９月２５日(金)までの日（閉庁日を除く。）の午前８時

３０分から午後５時までに提出すること。 
ただし、受付期間の終了後も入札書締切予定日時まで随時受け付けるが、この場

合には、資格審査が入札に間に合わないことがある。 
イ 審査申請書の提出先及び問い合わせ先 

熊本県出納局管理調達課管理審査班（県庁行政棟本館２階） 
郵便番号 ８６２－８５７０ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
電話番号 ０９６－３３３－２５８１ 

ウ 申請の方法 
要綱に定める「競争入札参加資格審査申請書」に必要書類を添付し、持参又は郵

送により提出すること。 
なお、申請様式及び提出書類の詳細については、熊本県ホームページの「申請書

様式ダウンロード」のページで確認することができる。 
エ 資格審査結果の通知 

資格審査の結果は、資格審査結果通知書により通知する。 
（２） 納入しようとする物品の仕様を示す書類を４の（１）に示す場所へ提出し、審査 
     を受け、本調達物品の仕様に適合している証明（別途配布する「仕様適合証明願（ 
     書）」による。）を受けた者であること。 
（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てを行っ

た者又は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る更生計画認可決定を受
けていること。 

（４） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てを行っ
た者又は申立てをなされた者にあっては、当該申立てに係る再生計画認可決定を受
けていること。 

（５） 入札及び開札の時点において、熊本県物品購入等及び業務委託等契約に係る指名
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停止等の措置要領（平成１４年熊本県告示第８１１号）による指名停止期間中でな
いこと。 

３ 入札参加のための確認申請 
本競争入札に参加を希望する者は、２の（２）から（５）までに示す要件を満たして

いるかの確認を受けるため、次により「競争入札参加資格確認申請書」及び確認資料（以
下「申請書等」という。）を提出しなければならない。 

なお、提出期限までに申請書等を提出しない者及び確認の結果要件を満たしていない
と認められた者は、本競争入札に参加することができない。 

（１） 提出方法及び提出場所 
ア 電子入札システムによる入札参加の場合 
（ア）２の（２）に係る書類（仕様適合証明願（書）） 
（イ）提出書類目録 

電子入札システムにて競争入札参加資格確認申請を行うこと。 
この際、ＰＤＦファイル等に電子ファイル化した（ア）を添付すること。 
ただし、（ア）を電子ファイル化できない場合は、（イ）を添付し、（ア）を

ファックス等により４の（１）に示す場所に提出すること。 
イ 紙入札方式による入札参加の場合 
（ア）競争入札参加資格確認申請書 
（イ）２の（２）に係る書類（仕様適合証明願（書）） 

以上の書類を４の（１）に記載する場所に持参又は郵送により提出すること。 
（２） 提出期限 

平成２１年１０月７日（水）の午後５時までに提出すること。 
ただし、紙入札方式による入札参加の場合は、当該期限の日までの日（閉庁日を

除く。）の午前８時３０分から午後５時までとする。 
（３） 確認結果の通知 

確認の結果は、「競争入札参加資格確認結果通知書」により通知する。 
４ 入札執行の日時、場所等 
（１） 契約条項を示す場所 

熊本県教育庁教育政策課（熊本県庁行政棟新館７階） 
郵便番号 ８６２－８６０９ 熊本市水前寺六丁目１８番１号 
電話番号 ０９６－３３３－２６７４ 
ファックス番号 ０９６－３８４－１５０９ 

（２） 要求仕様書等 
ア 閲覧（交付）の期間 

    公告の日から平成２１年１０月１６日（金）まで（閉庁日を除く。）の午前８時 
   ３０分から午後５時までとする。 

イ 閲覧（交付）の場所 
電子入札システムホームページ（入札情報公開サービスシステムの入札公告等情

報）にて閲覧又は４の（１）に記載する場所で交付する。 
（３） 入札の日時及び場所 

ア 電子入札システムによる入札 
３の（３）記載の確認結果の通知を受けた時から平成２１年１０月１６日（金）

午後５時までに入札すること。 
イ 紙入札方式による入札 
（ア）日時 平成２１年１０月１９日（月）午前９時３０分 
（イ）場所 熊本市水前寺六丁目１８番１号 

熊本県教育庁教育政策課（県庁行政棟新館７階） 
（４） 開札の日時及び場所 

４の（３）のイに同じ。 
（５） 再度の入札 

開札後、落札者がない場合は再入札を行う。 
再入札を行う場合、電子入札により入札書を提出した者については、再入札の通

知を受けた時から平成２１年１０月１９日（月）午前１０時３０分までに電子入札
システムにより入札すること。 

５ 入札方法等 
（１） 入札方法 

ア 電子入札システムによる入札の場合 
４の（３）のアの締切日時までに電子入札システムにより入札書を提出すること。 
ただし、入札参加者側のシステム障害等のやむを得ない事情があり、入札書受付

締切予定日時までに「熊本県電子入札システム紙入札移行承認願」を４の（１）に
示す場所に提出し、県（契約担当者）から承認を受けた場合は、イの紙入札方式に
よる入札によるものとする。 

イ 紙入札方式による入札の場合 
「入札書」により作成し、４の（３）のイの日時及び場所に持参し、提出するこ

と。 
ただし、代理人をして入札するときは、「委任状」を入札書と同時に提出するこ

と。 
なお、郵送を認めるが、次の事項に留意のうえ、必ず平成２１年１０月１６日（ 
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金）までに４の（１）に記載する場所に必着するよう郵送（書留郵便に限る。）す
ること。 

（ア）封筒は二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」を、中封筒に「調
達物品の名称」及び「開札日時」を朱書きすること。 

（イ）再入札を予想する場合は、中封筒に「再入札書」、「調達物品の名称」及び「 
  開札日時」を朱書きし、同封すること。 

（２） 開札の方法 
開札は、電子入札システムにおいて行う。 
ただし、紙入札方式による入札をした者がいる場合は、入札に参加した者又はそ

の代理人の立会いのもとに行うものとする。この場合において、入札に参加した者
又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わ
せてこれを行う。 

（３） 入札の回数 
入札回数は２回までとする。開札後、落札者がない場合は、再入札を行う。 
なお、再入札書の締切日時までに再入札書を提出しなかった者及び紙入札方式に 

よる入札により入札書を郵送した者で再入札書の提出がなかった者は再入札を辞退 
したものとみなす。 

（４） 落札者の決定方法 
有効な入札書を提出した者で予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込

みをしたものを、落札者とする。 
なお、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、電子入札シス

テムによる電子くじを実施し、落札者を決定する。 
（５） 無効の入札 

次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 
ア 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札 
イ 紙入札方式による入札において、委任状を提出しない代理人のした入札 
ウ 紙入札方式による入札において、記名押印を欠く入札 
エ 紙入札方式による入札において、金額を訂正した入札 
オ 紙入札方式による入札において、誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札 
カ 紙入札方式による入札において、同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又

は２人以上の代理をした者の入札 
キ 紙入札方式による入札において、２以上の意思表示をした入札 
ク 紙入札方式による入札において、くじ番号の記入がない入札 
ケ 電子入札システムによる入札において、入札、見積及び契約権限のない者のＩＣ

カードを使用して提出された入札 
コ 民法（明治２９年法律第８９号）第９５条に基づく錯誤による入札であると入札

執行者が認めた場合の入札 
サ 明らかに連合によると認められる入札 
シ その他入札に関する条件に違反した入札 

（６） 入札に参加する者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公
正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加さ
せず、入札の執行を延期し、若しくはこれを取りやめることがある。 

（７） 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 
（８） その他 

委託業務仕様書等に特段の定めがない事項については、熊本県競争契約入札心得
（昭和３９年熊本県告示第４２０号）及び熊本県電子入札（物品調達・業務委託契
約等）運用基準の規定を準用する。 

６ 契約の締結 
（１） 契約書作成の要否 

要 
（２） 契約の締結期限 

落札者決定の日から１４日以内とする。 
（３） 落札者からの契約締結の申出期限 

落札者決定の日から７日以内とする。 
７ 入札保証金及び契約保証金 
（１） 入札保証金 

免除する。 
（２） 契約保証金 

契約しようとする者は、契約担当者が指定する日時までに、契約金額の１００分
の１０以上の金額を納付しなければならない。ただし、次のア又はイのいずれかに
該当するときは、契約保証金の納付が免除される。 

ア 契約しようとする者が、契約保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被
保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険契約に係る保険証券を
提出したとき。 

イ 契約しようとする者が、過去２年の間に国又は地方公共団体とこの入札に付する
事項と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたって締結し、かつ、こ
れらをすべて誠実に履行したことを証する書類を提出したとき。（その者が、契約
を履行しないこととなるおそれがないと認められるときに限る。）。 
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８ その他 
（１） 入札、契約手続等において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨とする。 
（２） 本一般競争入札公告は、入札説明書を兼ねる。 
（３） 本競争入札は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づく政府調達に関する協定の適用を

受ける。 
９ Ｓｕｍｍａｒｙ 
（１） Ｎａｍｅ ａｎｄ ｑｕａｎｔｉｔｙ ｏｆ ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ 

Ｓａｖｅｒｓ ａｎｄ Ｓｗｉｔｃｈｅｓ ｆｏｒ Ｓｃｈｏｏｌ Ｄｕｔｉｅ
ｓ ａ Ｐｒｅｆｅｃｔｕａｌ Ｓｃｈｏｏｌ １ Ｓｅｔ 

（２） Ｄａｔｅ ｂｙ ｗｈｉｃｈ ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ ｍｕｓｔ ｂｅ ｓｕｐｐ
ｌｉｅｄ 
Ｄｅｃｅｍｂｅｒ ２８，２００９ 

（３） Ｌｏｃａｔｉｏｎ ｏｆ ｗｈｉｃｈ ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ ｗｉｌｌ ｂｅ 
ｓｕｐｐｌｉｅｄ 
Ａｓ ｗｒｉｔｔｅｎ ｉｎ ｔｈｅ ｂｉｄ ｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎ 
ｆｏｒｍ 

（４） Ｄａｔｅ ａｎｄ ｐｌａｃｅ ｔｏ ｓｕｂｍｉｔ ｂｉｄｄｉｎｇ ｐｒｏ
ｐｏｓａｌ 
Ｏｃｔｏｂｅｒ １９，２００９ ９：３０ ａｍ 
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｌｉｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ， 

      ７ｔｈ ｆｌｏｏｒ，Ｎｅｗ ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒａｌ 
    Ｏｆｆｉｃｅ ｏｆ Ｋｕｍａｍｏｔｏ 
（５） Ｄｅａｄｌｉｎｅ ｔｏ ｓｕｂｍｉｔ ｂｉｄｄｉｎｇ ｐｒｏｐｏｓａｌ 

ｂｙ ｍａｉｌ 
Ｏｃｔｏｂｅｒ １６，２００９ 

（６） Ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ ｃｕｒｒｅｎｃｙ ｔｏ ｂｅ ｕｓｅｄ ｆｏｒ
ｂｉｄｄｉｎｇ 
Ｊａｐａｎｅｓｅ ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ ｃｕｒｒｅｎｃｙ ｏｎｌｙ 

（７） Ｎａｍｅ ｏｆ ｔｈｅ ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｉｎ ｃｈａｒｇｅ ｏｆ 
ｔｈｉｓ ｂｉｄｄｉｎｇ ｃｏｎｔｒａｃｔ 
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ Ｐｏｌｉｃｙ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ， 
Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒａｌ Ｏｆｆｉｃ 
ｅ ｏｆ Ｋｕｍａｍｏｔｏ 
６－１８－１ 
Ｓｕｉｚｅｎｊｉ，Ｋｕｍａｍｏｔｏ Ｃｉｔｙ， 
Ｋｕｍａｍｏｔｏ Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅ，８６２－８６０９ Ｊａｐａｎ 
Ｐｈｏｎｅ：０９６－３３３－２６７４ 

 
 
熊本県教育委員会告示第１０号 
  熊本県総合射撃場条例（平成10年熊本県条例第26号）第10条第１項の規定により熊本県
総合射撃場の指定管理者を指定したので、熊本県公の施設の指定管理者の指定の手続に関
する条例（平成16年熊本県条例第44号）第７条第１項の規定により次のとおり告示する。 
    平成２１年９月８日 
                  熊本県教育委員会委員長 中 原 盛 敏    
 

指 定 管 理 者  

施設の名称 
所 在 地 名称及び代表者 

 

指定の期間 

熊本県総合射撃場 上益城郡益城町大字砥

川字日平３５８６ 

一般社団法人熊本

県クレー射撃協会

代表理事 栁一朗 

平成２１年７月

１日から平成２

３年３月３１日

まで 

 
 
熊本県教育委員会告示第１１号 
  地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第11項の規定により、熊本県総合射撃場
の指定管理者を取り消したので、熊本県公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例
（平成16年熊本県条例第44号）第７条第１項の規定により次のとおり告示する。 
    平成２１年９月８日 
                  熊本県教育委員会委員長 中 原 盛 敏    
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指 定 管 理 者  

施設の名称 
所 在 地 名称及び代表者 

 

取消年月日 

熊本県総合射撃場 上益城郡益城町大字砥

川字日平３５８６ 

熊本県クレー射撃

協会 

会長 栁一朗 

平成２１年７月

１日 

 
 
熊本県感染症発生動向調査企画委員会公告第３号 
 熊本県感染症発生動向調査企画委員会の会議を、次のとおり開催する。 
 なお、当該会議の傍聴手続は、次のとおり。 
    平成２１年８月３１日 
                                    熊本県感染症発生動向調査企画委員会 
                          委員長 古 瀬 昭 夫 
１ 開催日時 
  平成２１年９月１６日（水） 
  午後７時から午後９時まで 
２  開催場所 
    熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県庁行政棟新館 ２階多目的ＡＶ会議室 
３ 議題 
   平成２１年８月分の感染症発生動向調査の解析評価について 
４ 傍聴者の定員   
    １０人 
５ 傍聴手続 
  (１) 傍聴希望者は、会議の開催予定時刻までに、当該会議の会場において、委員会の 
   委員長の許可を得た上で、会議の会場に入ることができる。 
  (２) 傍聴の手続は、先着順で行い、定員になり次第終了する。 
６  問い合わせ先  
   熊本県熊本市水前寺六丁目１８番１号 
    熊本県感染症発生動向調査企画委員会事務局（熊本県健康福祉部健康危機管理課） 
   （電話０９６－３３３－２２４０） 
 


